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  有給休暇をはじめ様々な休暇や休業がありますが、その扱い方について迷うことがあります。 

  そこで今回は「休暇等の取扱い」について簡単に整理します。 

  
請求があった場合に 

法律上取得させる義務（※） 
給料の支払義務（※） 社会保険の給付の有無 

有給休暇 

有り  

有り 無し 

育児休業 

無し 

有り 介護休業 

産前産後休業 

子供の看護の 

ための休暇 

無し  
生理休暇 

裁判員休暇 

休職 

無し 

有り 

（病気やけがの場合） 

代休 

無し 
慶弔休暇 

 
※「無し」となっている箇所は、就業規則等に規定があれば「有り」になるケースがあります。  

※今回はスペースの都合で「編集後記」はお休みさせていただきます 


